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　人口動態統計（厚生労働省）によれば、わが国の合計特殊出生率※ 4 は、1997 年（平

成９年）以降 1.4 を下回る水準で推移し 2009 年（平成 21 年）には 1.37 になってい

ます。また、2005 年（平成 17 年）国勢調査（総務省）によれば、全国の高齢化率※ 5 

は 20％を超え、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2024 年（平成 36 年）に

30％を超えると見込まれています。さらに、総人口を見ると、人口減少が進み、2046

年（平成 58 年）には１億人を下回ると見込まれています。

　こうした中、本市の人口は 1992 年（平成４年）をピークに減少傾向にあります。加

えて、少子高齢化が急速に進展しており、総人口に占める年少人口割合の低下傾向が続

く一方、老年人口の割合については神奈川県を上回るペースで上昇し続けています。ま

た、生産年齢人口については、神奈川県より早い時期から減少傾向を示しています。

　高齢化の進展や生産年齢人口の減少は、歳出の増大、歳入の減少を招き、少子化の進

展は、将来の労働力人口※ 6 の減少を招くなど、財政の悪化や都市活力の低下を助長す

る要因になると考えられます。

　今後は、出産・子育てに関する支援や教育環境の充実、雇用の創出や広域的な公共

交通網の充実などにより、特に子育て世代の

転出を抑制し、転入を促進することが課題と

なっています。また同時に、安心・快適に移動

できる域内公共交通網の整備や誰もがいつま

でも健康でいきいきと活躍しながら暮らせる

環境の充実などにより、さらなる高齢化の

進展に備えていくことが課題となっています。

※4  合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮に
その年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子ども数に相当。

※5  高齢化率：65歳以上の高齢者が総人口に占める割合。
※6  労働力人口：就業者と完全失業者の合計。15歳以上人口から家事、通学等に従事している人

を除いた人数。

第１章 社会経済環境の変化と横須賀が抱える主要な課題

「望洋の丘より望むダイヤモンド富士」五十嵐  邦宏さん　（市民公募作品）
撮影場所：望洋小学校

 1  少子高齢化と人口減少の急速な進展
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　経済の低迷に伴う税収の伸び悩み、少子高齢化に伴う社会保障経費の増大などにより、

本市の財政は大変厳しい状況にあります。

　財政の硬直度を示す経常収支比率※ 7 について全国市町村の平均を見ると、2001 年

度（平成 13 年度）の 84.6％から 2009 年度（平成 21 年度）の 91.8％に上昇しており、

また中核市※ 8 平均についても、近年上昇傾向となっています。

　こうした中、本市は 2005 年度（平成 17 年度）に急速に悪化した後、95％前後で推移

しており、中核市平均の値を大きく上回っている状況が続いています。また、借金に当

たる市債は、計画的に減少させてきましたが、2009 年度（平成 21 年度）時点で、その

残高は約 3,079 億円となっています。さらに、貯金に当たる財政調整基金※ 9 は、2004

年度（平成 16 年度）をピークに減少に転じ、2008 年度（平成 20 年度）・2009 年度（平

成 21 年度）には増加したものの、その残高はピーク時とは大きく隔たりがあります。

　生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展などにより、これからも本市の財政を取り巻

く環境は厳しい状況が続くと予想されます。

　今後は、これまで以上の創意工夫や選択と

集中の考え方による取り組みを進め、歳出を

抑制していくとともに、財政構造を改善して

いくために、歳入増に結び付く政策を長期的

視点で推進していくことが課題となってい

ます。

　また、財政に関する計画や財政状況が分か

る情報を定期的に市民に公表するなど、本市

が抱える財政的な課題を行政と市民が共有し

ていくことも課題となっています。

※7  経常収支比率：市の歳出のうち、人件費や借入金の返済など毎年決まって支出される経費
が、市税などの使い道が特定されない財源（一般財源）に占める割合。この指数が低いほ
ど、いろいろな事業に使えるお金の余裕があるということになる。

※8  中核市：人口30万人以上で、地方自治法に基づき、都市の申し出によって政令で指定される
市。中核市になると都道府県が処理している事務の一部を自ら処理できるようになる。平成
22年4月1日現在、全国では、横須賀市を含む40市が中核市に指定されている。

※9   財政調整基金：財政が厳しい年度に備えて地方公共団体が行う積み立て。

「ロッククライミング」藤木  武さん　（市民公募作品）
撮影場所：鷹取山

 2  厳しい財政状況
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ブレスト市・横須賀市姉妹都市提携 40 周年記念写真展  横須賀市長賞
山下  澄子さん　撮影場所：個人庭園

ブレスト市・横須賀市姉妹都市提携 40 周年記念写真展  ブレスト市長賞
飯塚  勝雄さん　撮影場所：横須賀しょうぶ園
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　都市化による自然環境の破壊は、二酸化炭素の吸収源である緑地の減少や、多様な生

物の生息環境の侵食など、地球環境に大きなダメージを与えてきました。また、大量生

産・大量消費型の社会経済システムは、生活水準の向上をもたらす一方で、廃棄物の増

大を招くとともに、大気汚染、水質汚濁など地域レベルでの環境だけではなく、地球温

暖化、オゾン層破壊、酸性雨など、地球レベルでの環境にも深刻な影響を与えてきました。

　こうした中、本市の自然環境は、海岸線の水辺空間や市域中央部の丘陵地の豊かな緑

などを有し、首都圏にありながら大変恵まれていると言えます。こうした特長は市民に

も本市の魅力として評価されており、市民アンケート調査によると、市民の 83.1％が、

本市の魅力的な点として「海や緑などの自然環境に恵まれている」ことを挙げ、市民が

本市のシンボルと感じている点として「海や海を中心とする自然環境」を第１位として

挙げています。

　また、市民が考える力点を置いてほしい環境政策は、自然環境を保全することに次い

で、公害対策を進めること、リサイクルを進めること、温室効果ガス※ 10 排出削減に取

り組むことが多く、環境負荷の低減についても高い関心が寄せられています。

　今後も、生物多様性※ 11 の保全・利用に配慮しながら、本市の大きな魅力である多

様で豊かな自然環境の保全・創出に取り組み、

自然と調和した潤いのある都市環境の整備・

充実を進めていくことが課題となっています。

同時に、地球温暖化対策など低炭素社会※ 12 へ

の転換や廃棄物対策など循環型社会※ 13 の形成

を推進し、環境に対する負荷を低減していくこ

とも課題となっています。

※10  温室効果ガス：大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、
地表を暖める働きがある。これらのガスを温室効果ガスという。

※11  生物多様性：地球上のさまざまな生物が、多様な「遺伝子、種、生態系」を維持し、生物界
としてバランスの取れた状態にあること。

※12  低炭素社会：地球全体の平均気温が上昇する地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を、
自然が吸収できる量以内に削減するため、炭素の排出量が少ないエネルギーへの転換など環
境配慮を徹底する社会システムのこと。

※13  循環型社会：廃棄物の増大と限りある天然資源の浪費を防ぎ、将来においても持続可能な社
会を構築するため、資源の循環を促し、環境への負荷を少なくする社会システムのこと。

「しょうぶ園」　望月  敏一さん　（市民公募作品）
撮影場所：横須賀しょうぶ園

 3  環境配慮への機運の高まり
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「安浦町 2 丁目から望む東京湾の夏の空」　松本  敦さん　（市民公募作品）
撮影場所：安浦町 2 丁目

「岩礁の夕暮れ」　岩田  威さん　（市民公募作品）
撮影場所：荒崎海岸
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　交通機関の進化、情報通信技術の高度化などにより、人、物、金、情報が短時間で世

界中を移動できるようになり、経済のグローバル化が急速に進展しています。また、世

界規模での企業再編が繰り広げられ、グローバル化に対応できる経営基盤や高付加価値

化に向けた技術開発が求められています。

　こうした中、本市の経済は、自動車、造船などの大規模製造業にけん引され発展してき

ましたが、近年は、情報通信産業の誘致を進めるなど産業構造の多角化に努めてきました。

　今後は、既存産業の高付加価値化・活性化、新たな成長産業や雇用吸収力の高い産業

の誘致を進めるとともに、公共的支出が地域に還元され、それが循環し続けるような仕

組みづくりを進めるなど地域経済を活性化させることが課題となっています。

　また、羽田空港再拡張など周辺の環境変化については、企業や観光客誘致の観点から

好機として確実に捉えていかなければなりません。

　さらに、本市の地域資源を積極的に活用していくことや、地場産品の素晴らしさを市

民一人一人が認識し、それらを消費に結び付ける地産地消※ 14 を促進していくことも課

題となっています。

 4  地域経済活性化への期待

※ 14  地産地消：地域で生産された産物を地域で消費する取り組み。
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　犯罪白書（法務省）によると、全国の一般刑法犯※ 15 の認知件数※ 16 は近年減少傾向

にあるものの、詐欺・傷害・暴行など比較的生活に身近な所で起きる犯罪の認知件数は

依然として高い水準にあります。また災害については、近年、全国で大規模地震やゲリ

ラ豪雨※ 17 などが頻発しています。

　こうした中、本市では、人口千人当たりの刑法犯罪認知件数が 2002 年（平成 14 年）

をピークに減少しており、その値は常に県全体を下回っていますが、全国的な傾向と同

様に、生活に身近な所で起きる犯罪の認知件数は高い水準にあります。また、災害につ

いては、本市の地形的状況などから、地震災害や風水害による、崖崩れ、家屋倒壊、ラ

イフライン※ 18 の損壊などさまざまな被害が懸念されています。

　さらに市民意識に目を向けると、「市民生活の安全・安心の向上」が市民アンケート

調査において優先度の高い政策の上位に挙げられており、市民は防災や治安の向上を強

く望んでいることが分かります。

　今後も、さらに安全で安心して暮らすことのできる生活環境を確保するため、自助・

共助・公助※ 19 の枠組みを取り入れながら、犯罪の一層の抑制を図っていくとともに、

災害の予防と発災時の被害抑制に向けて、都市基盤や防災体制を整備、強化することが

課題となっています。

※15   一般刑法犯：刑法犯全体から自動車運転過失致死傷などの交通事故関係を除いた犯罪。
※16   認知件数：犯罪について、被害の届出、告訴、告発その他のきっかけにより、警察等が発生

を認知した事件の数。
※17   ゲリラ豪雨：突発的で、局所的な集中豪雨のこと。
※18   ライフライン：日常生活に必要とされる水道・ガス・電気・通信等に関する設備の総称。
※19   自助・共助・公助：自助とは自分自身の責任で自分や家族・財産を守ること、共助とは地域

で互いに解決すること、公助とは行政が解決・支援することを指す。自助・共助・公助の３
つが連携することが大切だといわれている。

「癒やし所  燃える紅葉」　五十嵐  邦宏さん　（市民公募作品）
撮影場所：市営公園墓地

 5  安全・安心への要請
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　社会が成熟段階を迎えた今日、自由時間の増加や家族構成の多様化などを背景とし

て、個性が尊重され、人々の価値観も多様化していますが、その一方で、社会のルール

やマナーなどに対する意識の低下が指摘されています。また、情報社会※ 21 の進展によ

り、誰もがそれぞれの個性に応じて関心を持つ多様な情報を、場所・日時を問わずにや

りとりができるようになっていますが、同時に、個人情報の保護や利用上の安全面、コ

ミュニケーション能力の欠如などの課題も生じています。さらに、これら情報社会の負

の影響や、コミュニティーの希薄化による地域の人材育成機能の低下、企業の雇用形態

の変化などにより、新たな労働力となるべき若年層におけるフリーター※ 22 やニート※ 23

の増加、所得格差の拡大が懸念されています。

　こうした中、本市においては、世界の人々とのコミュニケーションを図ろうとする意

欲や態度を育むための国際教育、児童・生徒が主体的に情報を活用できるようにするた

めの情報教育、望ましい勤労観や職業観を育成するためのキャリア教育※ 24 を行うなど、

自らの力で時代を切り開くことができる力強い人材の育成を進めています。

　今後は、さらに人々の個性と価値観に応

じた、国際社会にも通用する多様な能力を

持った人材の育成を図るとともに、若年層

はもちろん全ての市民が社会に対し責任を

果たし、生きがいを感じることができるよ

う、地域において誰もが社会参加しやすい

環境を整備することが課題となっています。

※20  成熟型社会：経済や都市の人口が一定のレベルに達して低成長もしくはこれ以上増加しない
状況にある社会のこと。「物の充足」から「心の充足」が重視されていく社会。

※21  情報社会：情報技術が発達し、情報が他のさまざまな資源と同様に価値を持ち、積極的に活
用されている社会のこと。

※22  フリーター：15歳から34歳の男性または未婚の女性で、正社員ではなくアルバイト・パート
の形態で勤労している者もしくはこれを希望する者（「平成16年版労働経済の分析」（厚生
労働省）での定義）。

※23  ニート：「Not in Education,Employment or Training」の略で、就学、就労、職業訓練のい
ずれも行っていない若者を指す。

※24  キャリア教育：望ましい職業観・勤労観および職業に関する知識や技能を身に付けさせる
とともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育のこと
（平成11年12月中央教育審議会答申での定義）。

「楽しい遠足」　岩田  威さん　（市民公募作品）
撮影場所：くりはま花の国

 6  成熟型社会※ 20 の進展
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　地方自治の本旨といわれる「団体自治※ 25」と「住民自治」の確立が期待されていま

す。1995 年（平成７年）施行の地方分権推進法※ 26 や 2000 年（平成 12 年）施行の

地方分権一括法※ 27 などにより進められてきた地方分権改革では、国から地方へと権限

および財源が移譲され、地方が自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行

う「団体自治」の確立に向けた取り組みが進められ、さらに強化されようとしています。

自治体には、今まで以上に、効率的かつ効果的な行政経営が求められています。

　一方、団体自治が進展してきた現在、住民が主体となってまちの在り方を決め、活気

に満ちた地域社会をつくる「住民自治」の確立が求められています。しかし、本市に目

を向けると、まちづくりに参加する機会の提供はできていても、地域住民が主体となっ

て自分たちの身近な課題に取り組める環境の提供については、十分でない状況です。

　今後は、地域の身近な課題はその地域の住民自らが解決することができる環境を形成

するため、制度の構築や人材の育成を進めていくことが課題となっています。

　また、住民自治の考え方に通じる活動として、個人や任意のボランティア組織、ＮＰ

Ｏ※ 28、企業など多様な主体が、行政と積極的に関わりながら、これまで行政が担って

きた領域や、地域における新たな公共的・公益的な活動を担っていく「新しい公共」が

全国的に注目されています。

　本市においても、これまで以上に、これら多様な主体が行う活動に自らが張り合いを

持てるように、またその活動が市民ニーズに応じたものになるように支援・コーディ

ネートしていくことが課題となっています。

※25  団体自治：地方の運営を、国とは別の自治権を持つ独立した組織（地方公共団体）が行うと
いう概念。

※26  地方分権推進法：1995年（平成７年）に施行された５年間の時限立法。国と地方公共団体と
の役割分担を明確にし、国から地方公共団体への権限移譲や国の関与の抑制、権限移譲に伴
う地方財源の充実や行政体制の強化などの方針を定めたもの。

※27  地方分権一括法：2000年（平成12年）に施行された法律。地方公共団体の事務に関する規定
のあるさまざまな個別法を一括して改正し、国から地方への権限移譲や国の関与の抑制を推
進したもの。

※28  ＮＰＯ：「Non Profit Organization」の略で、さまざまな分野での社会活動を行い、事業で
得られた収益を団体の構成員に配分することを目的とせず、社会貢献活動に充てる団体のこと。

 7  地方自治の確立




